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会   議   録 

令和 7年度 第 1 回和光市介護保険運営協議会 

開催年月日･召集時刻  令和 7 年 5 月 26 日(月)午後 2時 42 分 

開 催 場 所 市民文化センター企画展示室 

開催時刻  午後 1 時 30 分 閉会時刻  午後 2 時 50 分 

出 席 委 員 事  務  局 

菅野 隆 健康部部長 

鈴木 正敏 櫻井 崇 

森田 圭子 健康部次長兼長寿あんしん課課長  

山口 はるみ 梅津 俊之 

熊谷 和恵 長寿あんしん課主幹兼課長補佐 

安田 芳子 川口 暢 

八木沢 直子 長寿あんしん課課長補佐 

清水 孝悦 石井 ゆり奈 

茂野 洋之 長寿あんしん課長寿支援担当統括主査 

松根 洋右 吉田 貴之 

渡久地 勢子 長寿あんしん課介護保険担当統括主査 

 島津 結実 

 長寿あんしん課地域支援事業担当統括主査 

 沖 結里加 

  

欠  席  委  員 

深野 正美 木暮 晃治 

岩﨑 郁人  

 宮永 美都  
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会  議  内  容 
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櫻井部長 

 

梅津次長 

 

 

 

 

 

 

本日は､ご多用の中､ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

本日の進行を務めます健康部次長の梅津でございます。会議に先立ちまして

本日の資料を確認させていただきます。 

 

<資料の確認> 

 

 よろしいでしょうか。はじめに、柴﨑市長より、皆さまにご挨拶申し上げま

す。 

 

<市長あいさつ> 

 

１ 諮 問 

続きまして、運営協議会に対しまして市長から諮問をさせていただきます。

菅野会長、ご起立願います。 

 

<「諮問書」読み上げ、市長より会長へ渡す> 

 

 柴﨑市長は、次の公務がございますので、ここで退席させていただきます。 

 

<市長退席> 

 

 令和 7 年 4 月 1 日付で部長の異動があり、新たな部長のもとでの最初の協議

会となりますので、健康部長櫻井より、皆様に一言ご挨拶申し上げます。 

 

<部長あいさつ> 

 

 介護保険運営協議会につきましては、和光市市民参加条例第 12 条第 4 項の

規定により、原則公開となっております。また会議後には、会議録を作成し、

公開いたします。その際、記録については、要点記録とし、各委員のご意見、

ご発言については、委員名を明記した上での議事録といたしますので、ご了承

ください。 

 なお、介護録作成のため、録音を行っておりますが、作成後に消去いたしま

す。それでは、菅野会長に会議の進行をお願いいたします。 
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２ 開 会 

ただいまから、令和 7 年度第 1 回和光市介護保険運営協議会を開会します。

本日の会議は 15 時ぐらいまでを予定しておりますので、円滑な議事進行にご

協力お願いします。 

それでは会議の開会にあたり、委員定数について、事務局の確認をお願いし

ます。 

 

本協議会は 15 名の方が委員であり、その過半数である 8 名の出席が会議の

成立要件となりますが、本日、過半数以上、11名の出席ですので、会議は成立

いたします。 

 

ありがとうございます。それでは、議事に入りますが、はじめに議事録署名

人の指名をさせていただきます。名簿順でございますが、松根委員、茂野委員

のご両名に議事録の確認と署名をお願いいたします。 

 

会議を傍聴される方にお願いします。円滑な進行のため、会議中の発言や私

語はお控えください。また、携帯電話は、マナーモードにするなど、音が鳴ら

ないようにしてください。 

 

３ 議 事 

それでは、議事に沿って進めます。本日は諮問事項が１つとなります。諮問

事項について、事務局から説明をお願いします。 

 

はい、それでは介護保険特別会計における不適正な支出による支払月の期ず

れについて、事前に配付させていただきました資料 1 と資料 2 に基づき、説明

させていただきます。着座にて失礼いたします。 

なお、資料につきましては、今月 8 日と 9 日に開催しました市民説明会にお

いて使用した資料と基本的には同じ内容としております。異なる点は、資料 2

の裏面に介護保険準備基金の推移を追加した点になります。 

それでは、初めに資料１の（1）事案の概要をご覧ください。 

介護保険制度では、被保険者の方が介護給付サービスを利用した場合、利用

した被保険者が 1割から 3 割を負担し、残りの 9割から 7割を、いったん市が

負担しています。これが保険給付費になります。この市が負担した保険給付費

については、後日、法律に定められた割合で、国、県、市、第 2 号被保険者が
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負担してくれます。この国が負担する分が、国の介護給付費負担金になります。

この国の介護給付費負担金については、国の政令等により、対象月を 5 月支払

分から翌年 4 月支払分までと定められています。 

しかしながら、和光市の介護保険特別会計では、一会計年度における保険給

付費の支出が 4月支払分から翌年 3月支払分までとなっております。 

今回の支払月の期ずれとは、国の介護給付費負担金（歳入）の対象月と和光

市の歳出年度の保険給付費の支出月にずれが生じていることになります。 

この期ずれにより歳入と歳出に 1 か月分のずれが生じているため、国の介護

給付費負担金の対象月と市の支出月との調整が必要となり、国の負担金の精算

を行う際に、当該年度予算で支出した 4 月支払分を除き、翌年度予算で支出し

た翌年 4 月支払分を加えて介護給付費負担金の精算を行っていました。 

この内容を更に詳しく説明したいと思いますので、ここで資料 2 に移らせて

いただきます。図が記載されている資料 2 をご覧ください。 

この資料では、国の介護給付費負担金の対象支払月を斜線で示し、市が当該

年度で支出した支払月を黄色で示しています。 

初めに、(1)の図をご覧ください。(1)では、例として平成 15年度の状態を示

しています。 

平成 15 年度では、国が定める政令と通知に基づき、下の歳出、黄色マーカー

になりますが、「5 月支払分から翌年 4 月支払分まで」を 15 年度予算で支出し

ていました。 

上の歳入、斜線になりますが、この 12 回分を平成 15 年度分として国から負

担金の交付を受けていました。この場合、歳出の当該年度予算で支出した支払

月、黄色マーカーと、歳入の国の負担金が対象とする支払月、斜線とが一致し

ている状態になります。これが正しい状態です。 

次に(2)の図をご覧ください。(2)は、平成 16年度になります。 

下の歳出、黄色マーカーになりますが、16 年度予算では、5 月支払分から翌

年 3 月支払分までの 11 回しか支出していませんでした。黄色マーカーが引か

れていない 4 月支払分は、本来、16 年度予算で支出すべきものですが、翌年度

の 17 年度予算で支出されていました。当時の保険給付費、1 回分の額は、約 1

億 2 千万円でした。斜線の歳入をご覧ください。平成 16 年度分の歳入では、国

の負担金では、16 年度予算で支出した 11 回分に 17 年度予算で支出した 4月支

払分の 1 回分を加えて交付を受けており、歳入の国の負担金については、省令

等に基づいた正しい期間で交付を受けています。 

次に(3)の図をご覧ください。黄色マーカーの歳出になりますが、16 年度に

11 回しか支出しなかったことにより、17 年度以降は、当該年度予算で支出する
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支払月、黄色マーカーが 4 月支払分から翌年 3 月支払分までとなり、一方で国

の負担金の対象支払月は 5 月支払分から翌年 4 月支払分までのままになります

ので、歳出の当該年度予算で支出する支払月、黄色マーカーと、歳出の国の負

担金の対象支払月、斜線にずれが生じてしまいました。 

平成 16 年度に支出を怠った 1 回分が先送りされてきたことは問題ですが、

先送りされてきた支出についても、何か不正な目的に使用されてきたというよ

うなことではなく、あくまでも保険給付費として支出されてきたものになりま

す。 

次に裏面の(4)の図をご覧ください。令和 6年度になります。令和 6年度に現

状を是正するための対応を取らせていただきました。現状を是正するためには、

歳出の当該年度予算で支出した支払月、黄色マーカーと、歳入の国庫負担金の

対象支払月、斜線とを一致させなければなりません。 

そのためには、平成 16 年度予算で支出を怠った１回分を補填することが必

要となりますので、令和 6 年度に 13 回分の支出を行いました。 

令和 6年度の当初予算では、12 回分の予算しか計上していなかったので、令

和 6 年度で 13 回分を支出するために、令和 7 年 3 月議会で 1 回分の保険給付

費を増額する補正予算をお認めいただき、令和 7年 4 月支払分約 3 億円を令和

6 年度予算で支出いたしました。 

この令和 7 年 4 月支払分を支出するに当たって、介護保険特別会計の基金だ

けで対応できなかったため、基金からは 9 千万円を拠出し、残りの 2 億 1 千万

円は、一般会計から繰り入れて、令和 7 年 4 月支払分の 3 億円を支出しました。 

平成 16 年度に 1 億 2 千万円だった 1回分の保険給付費が、令和 6 年度で約 3

億円になった原因についてご説明いたします。 

平成 16 年度以降の被保険者数と認定者数、それと保険給付費の推移をご用

意しました。 

平成 16 年度では、被保護者 8,251 人、認定者数 1,001 人、一年度の保険給付

費は、13億 1,091 万 434 円でしたが、令和 6 年度では、被保護者は 7,187 人増

の 15,438 人、認定者数は 1,037 人増で倍以上の 2,038 人、保険給付費は、43

億 9,227 万 1,461 円となっております。 

なお、令和 6 年度の保険給付費の額には期ずれの対応で支出した約 3 億円が

含まれていますので、実質的には約 40億 9千万になります。その場合でも平成

16 年度からは、約 27億 8千万の増で、3 倍以上の額となっております。介護保

険制度では、右肩上がりで保険給付費が膨らみ、年約 5％程度の上昇が続いて

きましたので、平成 16 年度に 1億 2千万円だった 1 回分の保険給付費が令和 6

年度では約 3 億円にまで膨らんでおります。 
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また、介護保険準備基金の推移につきましては、年度当初と年度末をお示し

しております。介護保険準備基金については、残高が多くなり過ぎないように

との考えから、介護保険料を算定する際に、介護保険準備基金からの繰り入れ

を行ってきましたので、概ね 1億 5千万円程度で推移しております。 

以上が、資料 2 の説明になります。資料 1 にお戻りいただいてよろしいでし

ょうか。 

(2)事案発覚の経緯についてご説明します。 

介護給付費負担金の実績報告書を国に提出する際には、決算書抄本を添付す

ることになっています。その年度に支出した保険給付費の額を証明するための

書類になります。令和 6 年 6 月に、実績報告書に添付された決算書抄本の数字

と財務会計システムの数字が異なっていたため確認したところ、令和 5 年度予

算で支出した令和 5 年 4月支払分を削り、令和 6年度予算で支出した令和 6 年

4 月支払分を加える作業が行われていたことが明らかとなりました。長寿あん

しん課では介護給付費負担金の精算における決算書抄本の作成において、当該

作業を行うことが 20 年間、担当者間で引き継がれていました。 

続きまして、(3)事案の発生原因になります。 

国に提出する実績報告書が過去 5 年分しか保存されていないため、市の財務

会計システムで過年度の支出状況を確認いたしました。 

平成 16 年度に保険給付費が 5 月支払分から翌年 3月支払分までの 11回しか

支出されておらず、平成 16 年度予算で支出すべき平成 17 年 4 月支払分が平成

17 年度予算で支出されていました。以降、和光市の一会計年度予算では 4月支

払分から翌年 3月支払分までが支出されてきました。 

平成 16 年当時の長寿あんしん課の担当職員 3 名が現在も在職していること

から聞き取り調査を行いました。 

2 名は知らないとのことでしたが、1 名が記憶しており、その職員によると、

年度末の支出が不足する見込みであったことから 3 月議会に補正予算を計上す

るのか伺ったところ、当時の統括主査、一般的に言うところの係長になります

が、統括主査からは、翌年度予算で支出する旨の指示があったとのことでした。 

ただし、その指示が統括主査の独断だったのか、その上司である課長、部長、

市長が承知したうえでの指示だったのかはわからないとのことでした。 

 次に、(4)事案への対応になります。 

この期ずれを正すためには、市の一会計年度における支出を 5 月支払分から

4 月支払分までとしなければなりません。平成 16 年度予算で 11 か月分しか支

出しなかったため、それ以降の年度のどこかで 13 か月分を支出しなければな

りませんが、平成 17 年度以降、翌年 4月支払分を翌年度予算で支出することが
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繰り返されてきたため、期ずれが発覚した令和 6 年度予算で対応することとし

ました。 

しかしながら、令和 6年度の当初予算では、12か月分しか計上していなかっ

たため、1か月分の保険給付費を確保しなければなりません。 

現在の 1 か月分の保険給付費相当額、約 3 億円を確保するため、令和 7 年 3

月議会に、一般的な家計の貯金に相当する介護保険準備基金から 9 千万円、一

般会計から 2 億 1 千万円を繰り入れる補正予算を上程し、議会の議決をいただ

けたことから、令和 6 年度予算で令和 7 年 4 月支払分を支出し、和光市の介護

保険特別会計で生じていた支払月の期ずれを是正することができました。 

次に、(5)市民への影響になります。 

介護保険は、市の全体的な一般会計とは異なり、介護保険を運営するための

独立した会計である、特別会計となっており、本来はその予算の範囲で運営す

るものになります。 

今回、期ずれを是正するため市の一般会計から介護保険特別会計に 2 億 1千

万円を繰り入れましたが、特別会計の原則からしますと、この 2 億 1 千万円に

ついては介護保険特別会計で負担すべきものとして一般会計に返還するという

ことになります。 

介護保険特別会計の歳入では、国、県、市、第 2 号被保険者の負担割合は、

法律で定められた割合のみの金額しか入ってきません。介護保険特別会計でこ

の 2 億 1 千万円を負担しようした場合、第 1 号被保険者の保険料に上乗せする

ことになります。 

あくまでも試算になりますが、2 億 1 千万円による介護保険料への影響を第

9 期介護保険料の算定ベースで試算しますと、第 10 期の 1 期年で返還する場

合、基準額である第 5 段階の保険料が、月額で 327 円、年額では 3,924 円の増

額となります。非常に大きな増額の幅であり、市といたしましても保険料に与

える影響が非常に大きなものであると認識しております。 

市の考えといたしましては、原則的な考えをお示しさせていただいたため、

市民の皆様に非常に不安な思いを抱かせてしまったことについて、深くお詫び

申し上げます。申し訳ございませんでした。 

この 2 億 1 千万円の具体的な対応について、市の原則的な考えを押し通すも

のではありません。本日の介護保険運営協議会で委員の皆様のご意見をお伺い

し、また、市民説明会での意見も参考とした上で、最終的に市として判断して

まいります。 

最後に、(6)再発防止になります。 

今回の介護保険特別会計における支払月の期ずれが 20 年間も続いてしまっ
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菅野会長 

ていた原因は、前例踏襲による事務の執行と法令等の確認が不十分だったこと

によります。 

今後におきましては、法令等の確認を徹底し、適正に事務を執行してまいり

ます。私からの説明は以上になります。ありがとうございました。 

 

はい、ありがとうございます。(5)で具体的な対応について運営協議会が検討

する、検討はいいんですけれども、こんな大きな問題、ここでは決められない

ですね。それでもう 2 億 1 千万円決まっているんですよね。どうやって返還す

るかということですよね。何か事務局としての具体的に何かありますか。 

 

 先ほど説明いたしましたとおり、今回の不適正な支出による支払月の期ずれ

を正すために、令和 6 年度予算で 13 回分の保険給付費を支出しました。その

財源として、一般会計から介護保険特別会計に 2億 1 千万円を繰り入れました

が、この 2億 1千万円への対応について、ご意見をいただければと考えており

ます。 

考え方の 1つとしては、介護保険は特別会計ということで、独立した会計に

より、制度を運営することとなっております。今回、例外的に一般会計から介

護保険特別会計に 2億 1千万円を繰り入れましたが、特別会計の性質を考える

と、原則的には、第 10期以降の保険料に上乗せして、一般会計に返還すると

いうのが一つの考えとしてございます。 

もう一つの考え方としましては、支出が先送りされてきましたが、この保険

給付費自体は、これまでの介護保険制度の運営に使用されてきたものになりま

す。本来は、これまでの方々に負担していただくものになるものですが、これ

を今後保険料に上乗せするということは、これからの皆様に負担していただく

ことになり、なかなか理解をいただくことが難しいことから、今後の保険料に

反映するようなものではないという考えも一つございます。 

考え方としては、おおむねこの 2 つになりますが、今月 8 日と 9日の市民説

明会では、職員の不適切な事務処理によって先送りされてきたのであれば、職

員が負担すべきとのご意見もございました。 

考え方については、以上となります。委員の皆様からご意見をいただけます

よう、よろしくお願いいたします。 

 

はい、1つ目の考え方としては、今後の被保険者に負担をかけると。2 つ目と



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅津次長 

 

 

 

 

菅野会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅津次長 

 

 

菅野会長 

 

 

 

しては、一般会計から持ってくるにしても市民全体に迷惑をかけるということ

ですね。簡単に言えば。それをここで決めるということだけど、意見はそれぞ

れあるかと思いますけど、あと、おっしゃるとおり 20年間誰も気づいてなかっ

たのか、気づいてた人がいても発言できなかったのか、行政の方、市長さんも

含めてですね。修正は早ければ早いほど傷は浅かったわけですよね。 

また、この期に及んでなんでという方もいるんじゃないかな。もしかしたら、

これで今までこの変則的なやり方で続いてきて、令和 6 年度、今年度で急激に

一気に解決しようということだから、無理が生じるんじゃないかとも。ちょっ

とこのままでもいいのではないかということも一つにはあると思うんですよ。

これは国も県も現状が違法ではないということはもう確認したんですよね。 

 

この発覚した段階で県にはご報告させていただきまして、相談させていただ

きましたが、国や県から交付されている介護給付費負担金につきましては額が

間違っていないのであればそれについては和光市で対応してください、という

ことでした。 

 

対応は和光市のほうで考えると、いうことですよね。これはあまりに大きな

ものだから、例えば、もう決まっているようなことでね、もうお金も一般予算

から回ってくるってことで既に決定したような事項で、どうやって返すかとい

うことだけをここにお聞きになるということだが、もうちょっと早くから市民

向けにね、こんなことが行われて間違った会計が行われてきたけど、どうした

らいいのかということを伝え、その上で議会にもお考えいただいて、・・・、も

うちょっと、もう 3 月で決算が終わっているのに今頃聞かれて、どう始末付け

るかということだけの諮問、という風に感じるんですよ。 

あまりにも、ちょっと我々としては、荷が重いし、またあまりにも今頃にな

ってこんなことだけを我々に聞くのっていう、ちょっと疑問にも思うんですけ

どね。 

 

確かに今回の件は今までにない案件であり、委員の皆様には大変申し訳ない

とは思っております。 

 

この問題が起こった時にすぐに市民の方々にね、こんなことが起こった。過

去 20 年間、責任についてはお答えできないけど、こんなことが起こっていた

と、もっと早くからご意見聞いてね、僕もやっと最近聞いたばかりだからね。

なんというか、目が点というか、なんですよ。多分そういう方も多いと思うん
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ですよ。 

一応、委員の皆さんからちょっとご意見をいただきたいと思うんですけど、

いかがですか。 

 

20 年間続いているって書いてますけど、これは、平成 16 年から？ 

 

平成 16 年度に本来 12 回支払べきところを 11 回だけ支払って、12 回目を翌

年度予算で支払ってしまったということになります。 

 

要は平成 16 年度からこういう変更をしたということですよね。国の支払月

の対象は 20 年前から全然変わってないわけでしょ。なんで 20 年間もこうなっ

ているのか。私は老人会に入っていろんな役をやっていますが、この説明を聞

いてきた人が、この間の老人会で大体説明されたんだけど、たくさんあったか

らやっぱりまともな質問が出来なかったということで、もし私が今回そういう

話が出たから、よく聞いてくれって言われたから今聞いているんだけど、基準

の第 5段階というのはどういうこと。5回払うということ？ 

 

いえ、基本介護の保険料は 12月分を払っていただくんですけれども、所得に

応じて額が異なり、その中で基準額と言われるのが第 5段階になります。 

 

そうすると、全てが第 5段階ではないだろうから、第 5段階の人で、月に 327

円で、年で 3,924 円、余計に徴収するということですか。 

その話を聞いたときに、自分たちは言われるとおり払っているんだけれども、

そのやり方がちょっと間違えだったのか勘違いだったのかわからないんだけ

ど、なぜ追徴金っていうのを我々が払わなければいけないんだろうかという疑

問を思うわけで、その辺はどうなんでしょうかね。 

 

本来ですね、平成 16 年度に支出を行うべき 1 回というのが 1 億 2 千万円な

んですけれども、これがですね、17 年度に 13 回支払って解決しておけばよか

ったんですけれども、17年度は 17年度で 12回分の予算しかとっていなかった

ので、今度は 18 年度の予算を使って、1回分を対応しました。そして、18年度

も 12 回分の予算しかないので 19 年度の予算を使って対応しました、という、

この１回分の支出をどこかで負担しなければならないものを、先送り先送りし

てきてしまって、しかも介護保険、先ほども説明しましたが、保険給付費自体、

3 倍ぐらいの金額になってしまうというところで、1 回分が 3 億円にまで膨ら



 

11 

 

 

 

清水委員 

 

梅津次長 

 

 

清水委員 

 

 

 

梅津次長 

 

 

 

 

 

菅野会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森田委員 

 

 

 

 

んでいるという状態になっています。 

 

それは金利も入っているんですか。 

 

金利ではないです。介護保険サービスに対して払うものですので、利用者も

増えてきておりますし、増加してきているということです。 

 

20 年前のものも払っているということは、金利がつくんじゃないですか。20

年前は 1 万円かわからないけれども、今から徴収するってなったら、20年前の

1 万円と今の 1万円は違うから、通常そういったものがついてくる。 

 

金利ではなく、あくまでもその介護保険サービスを市民の皆さんが使った分

になります。通常介護保険サービスにかかる費用の 1 割～3 割を自己負担をす

るわけですが、それ以外の 9 割～7割分の全体的な金額を、平成 16年度の時は

１回分が 1 億 2 千万円でした。それが、令和 6 年度になったら、1 回分が 3 億

円になったというわけで、金利とは異なります。 

 

要するに当時受けたサービスと今のサービスの金額が異なっているというこ

とで金利ではないということですね。サービスの対価ですから。 

民間の考え方で申し訳ないけど、お金を借りて、ただ返さなきゃいけないと

なると、一度に多くの出費が必要となるのであれば、例えば、金利付けてもそ

れこそ金利をつけてね、例えば分割にしようとか、月々100 万円ずつで返せな

いかと、僕らは考えて運営するわけですよ。 

ただ、今回これ、一般会計から借りてそれで済まして、あと、返すのはどう

しましょうか、っていうのはちょっと話がね、違うと思う。もっと早くから説

明してもらって、どうやってこの１か月分の借金を返そうかっていうところか

ら話が始まらないと、充てこんだあとにじゃあ今後どうやって返すんですか、

って聞かれても、我々に聞かれても、ちょっと順番がおかしいと思うんですね。

はい、どうぞ。 

 

私もそう思いまして、3 月議会で、補正予算が通っているというところでは、

一般会計繰入とかは、もう議会で通っているということですよね。議会で方向

性がどのような方向性で通ったのか、私たちは民間のメンバーですが、議会は

選挙で選ばれた市の代表の方々で、この補正予算が通った、返還もしなきゃい

けない、予算が通ったという段階で、どのような方向性だったのか、まずそち
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らを教えていただきたい。 

 

基本的には、議会にも本日と同じような説明をさせていただきまして、原則

的には保険料のほうに上乗せさせていただきまして、一般会計に返すというの

が基本的な考えにはなりますということを説明させていただきました。その際

に 1期 3 年で返すのか、2 期 6年、3 期 9 年などで 1 回の負担を抑えたうえで、

市民の方に負担いただく、ということも考えられると説明させていただきまし

た。なおそれにつきましてどうするかということは、今は第 9期ということで、

令和 6年～8 年の介護保険料となっておりますので、第 10期、令和 9年度以降

の保険料をどうするかということが、来年度令和 8 年度、計画策定となります

ので、その辺を含めまして、具体的な内容につきましては、第 10期保険料を算

定する際に考えさせていただければと伝えました。その後、いろいろな意見を

いただく中で、やはり 10 期以降の保険料に上乗せするところは妥当なのかど

うなのか、というところをこの協議会で意見をいただければと考えております。 

 

先ほど申し上げたことの繰り返しになっちゃいますけど、議会で借りること

は決まった。借りることは決まったが払うのはどうしましょうか、と。ただ、

それは順番が違うのではないか、ということなんです。どうもちょっと民間の

我々の考え方だと、返すことが算段出来ないで返しちゃったという事なんです

けれども、銀行から借りるにしても、返す算段なかったら借りないと思うんで

すよね。 

でも一般会計から回してもらえばいい、というそういう考えもあったのか、

また議会もよく前々からご相談なさってやってきたのかわからないけど、ただ

普通であれば、順番がおかしいし、やはり決まる前にお知らせいただいた方が

よかったんじゃないかと思うわけです。あの、ご質問など、皆さんから一言ず

ついただきたいんですけど、山口委員、どうですか。 

 

私もこの委員でとても荷が重いなっていう思いで来ました。この会が始まる

前に市役所に、払い方だとかについて、ちょっと意見を知らないと、正式にこ

ういうふうにしたらいいというのがわからないので、その専門の方とか入るこ

とは出来ないんでしょうか、ということはご質問させていただきました。そし

て、私たちでこの会の中で決めるっていうのはちょっと荷が重いと感じます。 

 

ありがとうございます。じゃあ、一通りいただくということで、安田委員、

何かありましたらどうぞ。 
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私もよくわからないことで、この問題が出たときにびっくりして、ご近所さ

んたちはなんで私たちが支払わなければならないの、と散々聞かされたんです

けれども、金額が大きいだけに、よく呑み込めないということで、いろんな方

たちから、もうちょっと深く教えてもらうしかないね、と言うことで終わって

ます。 

 

まず、この金額をお聞きしてびっくりしました。私たちの運営協議会の方に

お話しがあった。その前に議員さんへの説明はいつ頃行われたのか気になりま

した。以上です。 

 

私は難しい問題なのでどうしたらいいかわからない。私たちが支払わないと

言ったらどうなるのか。 

 

ご意見としていただければ、と思います。 

 

聞いてるとね、ただの報告会のようにしか聞こえない。資料送ってきたのは

3 日前。あなたたちはずーっとこのことをやってきた。当然、私たちよりもよ

く知っているはずなんですよ。私たちはわからないわけですよ。それで準備し

ろと言われたって、これ、今日の審議で決めちゃうんでしょ？ 

 

ここでは決められませんから。一応、こんな考えがありますよ、と市長に出

すだけで、ここで決めたってことになったら、最後までみなさんの責任になり

ますからね。あくまでも、ここで決められることはない。 

 

この月額 327 円、年額 3,924 円というのは令和 9年～11年の 3 年に限ってと

いうことですか。 

 

今回の 2 億 1 千万円を介護保険料に上乗せして対応する場合は、これだけ上

がりますよということになりますので、令和 9年度以降、第 10期の介護保険の

これからの計算になるんですけれども、その通常の算定とは別に、327 円上が

りますよ、と考えられるので。 

 

何年間になる？ 
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一応 3年間になります。 

 

3 年間ということは、年約 4000 円なので 1万 2千円ぐらいになるということ

か。 

 

こちらの資料をいただいて、前回、お話があったかと思うんですけれども、

一般会計から 3 億を繰り入れるというところを議会で通ってしまったというこ

とで、我々が何も確認することはないのではないかなと思う。で、協議会で全

てを決めるというのはやっぱり違うのかな、とも思う。第 10 期で支払うという

のも、よい案というのがなかなか無い中で話し合うというのは難しい。 

 

良くわからない。 

 

この資料をいただいて驚きました。20年前ということで、それで自分自身、

人間として、どうしてこういうことに、悪いことに使ったわけではないんです

よね。人には間違いがあるとはいえ、あまりにも長い期間、あまりにも大きな

金額、どうしていいかっていうのは、すみません、わかりません。 

 

この 20 年間続く、非常に不適正な処理をわかっていながら続けてきたとい

うのが問題。そのつけがね、介護保険の被保険者に例えば 10 期 3 年間の中で保

険料を引き上げとなると、被保険者としては抵抗せざるを得ない。かといって、

介護保険料は 40 歳からですから、小規模の影響ならいいですけれども、この 9

期の長寿あんしんプランで、第 5 段階の基準が 5,880 円ですよね。これが埼玉

県下の中で、どのくらいの水準なのかということ、と、この期ずれした額を第

10 期の長寿あんしんプランに反映すると 10 期の被保険料の基準額がどのよう

になるのかちょっと心配なんですね。 

資料で被保険者の認定者数と保険給付費を見ますと、R5年度、R6 年度で、認

定者数が 2,054 人と 2,038 人、減ってるんですね。ところが、保険給付費は令

和 5 年度と令和 6 年度比較すると非常に増えているんですね。3 億 8 千万円で

すか。増額しているんです。第 9 期は令和 8年度までですが、令和 7 年度、令

和 8 年度で認定者数はそんなに増えてないんですけど、費用は増えてるんです

よね。そうするとこの問題とは別にですね、基準額は別に増えるんですよね。

これを非常に心配しています。その中でこれを上乗せすると 10 期の保険料の

推移はより上がってしまう。そうすると、その部分も含めて被保険者にかかっ

ていくると予想されると思うんですよ。その辺を加味してこの問題を考えてい
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かなければならないと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

先ほども説明をさせていただいたのですが、令和 6年度の保険給付費の 43億

9 千万円というのは、今回の期ずれを正すために 3億円を入れておりますので、

その部分を除くと 40 億 9 千万円ですので、約 2 億円程度の増額がありますの

で、間違いなく、今回の期ずれの 2億 1 千万円の保険料の増額とは別にですね、

通常に保険料を算定したとしても前回の基準額 5,880 円よりは高くなるのが想

定されます。そして、更に今回この 2 億 1 千万円分を含めるということは、更

に保険料が上がるということになります。 

 

色々議論はあるでしょうが、結局は、今後これからの被保険者に負担をかけ

るのは、論外だと思うんですね。ですから、それ以外の方法で、ということし

かないと思うんですけど、皆さんいかがですか。 

それしかないですもんね。ますます保険料が上がっていって、これ以上負担

をね、今後利用するか方、将来負担する方にね、これまでのつけをまわすこと

はできない。だとすれば一般会計のそれをもう決まったものをどうやって返し

ていくかということは、やっぱりここで決められる話ではないし、方向性とし

てはわかりました、じゃあどういう方法で一般会計に返していくのか、それに

ついては行政に考えていただいて、早めにお示しいただいて、決めるというか

伺って、意見を述べさせていただくような方向性でいいのではないですかね。 

どうぞ。 

 

もう１回質問したい、と思いまして、期ずれを修正しない、というのは違法

ではないんですよね。議会が通って返還しないといけない、というのは通った

からそうするしか選択肢はないってことですよね。 

 

期ずれをこのままの状態にするという選択肢はないです。 

 

返すのは、被保険者が負担するか、市民が全体で負担するか、のどっちかし

かない、ということですね。 

 

これ 20 年間、今までも出てたんだから、国や県に相談したからばれちゃった

ということではない？ 

 

市の事務を執行する中で発覚しました。 
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当時からの課長だった 5 人に聞き取りを行いました。4 人は知らなかったと

いうことで、気づいた 1人も大変なことだと。 

 

梅津課長もそうすればよかったんじゃないの。気づいた時点から色んな問題

がでてきちゃったんでしょ。20 年間それでやってきたんだから、貧乏くじひい

ちゃわけだ。はい、山口委員。 

 

どうやって今後返していくか、市の方で予算を削ってということになると、

今年もそうなんですけれども、介護予防の事業について縮小してきたっていう

ことがあるので、そうなってくると要介護者が増えてくるということになるの

ではないかと思います。あと、これがいいというのはわからないんですけれど

も、20 年間でやってきたことを 20 年間で返すということもあるのかなと思い

ます。 

 

僕もさっきそれを話したわけです。とにかく 100 回払いでも 200 回払いでも、

お金を少しずつ返していくとすれば負担が少ないんじゃないかと、そんな話も

出てるので、ちょっとご検討ください。何もここで決められることじゃないの

で。はい、どうぞ。 

 

国保特別会計は、一般会計からいわゆる法定外繰入ということで、今まで保

険料を繰入してきたんですよ。ずっと。ただ、今後は、保険者が県と市町村の

共同だったものですから、県の方針がありまして、一般会計からの繰入はやめ

るように、ということで繰り入れる市町村は少なくなってきたわけですよね。

そういう意味では、保険料で賄わなければいけないってことなんですが、介護

保険の特別会計に対して一般からの繰入れっていうのは、今まではやってきて

なかったと思うんですが、例えば市の方で、議会で承認すれば、違法とかそう

いうものはなく、そういう判断もできると思うので、それも含めて考えると、

保険料に転嫁しないで、そういう方法もある。議会で承認得られれば、そうい

うことも可能と思うんですけれども。 

 

介護保険法で、一般会計から繰り入れれば即違法かと言われれば、違法とま

では言えないところです。ただ、特別会計の原則からいくと、好ましい状況で

はないということになります。 

 

発覚したから、これ基準第 5 段階で、これくらいかかるっていうことだけれ
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櫻井部長 

 

 

 

 

 

ども、こういうことが、もし黙ってたら 20 年間わからなかったんだから、ちょ

っと介護保険返せそうもないから、今、とぼけて年間 5000 円ぐらい上げとこう

か、っていうことも黙ってできるってことですか、これ。 

 

介護保険の保険料を決定する際には、令和 8 年度になりますが、運営協議会

で議論していただくことになります。その際には、今後第 10期の介護保険制度

を運営するためにこれだけのお金がかかります、そして 65 歳以上の第１号被

保険者の方がこれぐらいになります。そうすると、運営するための費用を人数

で割って、計算して保険料が算定されますので、そういうことにはならないと

思います。 

 

人数だとか、お金というのは、黙ってたらわかんないじゃないですか。予算

が１億だったら足りないから１億 5 千万とか、人数少ないと高くなるから人数

を多くしとこうとか、わからないですよ。悪くとればね。そういうことになり

ませんか、って言っているわけですよ。例えば、このことについてもですね、

3,924 円が正しいかどうか別問題として、4,500 円って書いてあったって、わか

んないわけですけど、そんな気がするんだよね。だって、数字改ざんするの皆

さん得意でしょ。 

 

介護保険でいろいろ予算、決算、いろいろ出てきてますけれども、その数字

を細かく見れば、わからないわけはないんでしょうけど、例えば、それを我々

に任せるのはおかしいですよね。やっぱり会計監査員じゃないけれども、きち

っとした数字が入ってやってこられたんでしょうけれども、ですから、よく 20

年間このまま来たんだと、と思うし、また、先ほどのご意見もあったように、

20 年間来たんだから、あと 20 年ほっといたら、誰も傷つかないで、20 年たて

ば、私たち皆死んでいるからいいかな、というふうにも思うわけですよ。その

ぐらい大きな数字なんですよ。ですからやっぱり、我々だけで考えるのはとて

もとてもね。 

 

今回、平成 16 年に本来であれば補正予算を計上し支出しなければならなか

ったところが、翌年度の予算を使うという形で進んでまいりました。今回、執

行部のほうでその辺について、令和 7 年 3 月定例会のほうで是正のほうはさせ

ていただいたところでございます。で、そのとき財源として 2 億 1 千万円を一

般会計から繰出しをさせていただきました。この取扱いにつきましてはですね、

本日、皆さまからご意見をいただきました。また、先日市民説明会をさせてい
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菅野会長 

 

 

 

 

 

 

 

菅野会長 

 

 

 

清水委員 

 

 

梅津次長 

 

 

 

 

ただきまして、そこでも大変厳しいご意見をいただいたところでございます。 

先ほど鈴木副会長から国保会計における繰り出し金の取扱いについて、一つ

案をいただいているところでございますので、ただ国保会計では、その他繰出

し金という形で国保保険料の軽減措置として、一般会計から繰出し金をこれま

では支出しているような事情もございます。そういった事もございますので、

その他いろいろありますので、そちらを真摯に私どものほうで検討させていた

だいて取り扱ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

まとまってしまいましたね。他にご意見ございませんか。 

はい、どうぞ。 

 

ちょっと最初の防止のところで、やっぱり気づいている方が、職員さんがい

らっしゃったっていうところで、それは違うんじゃないかって言える環境が市

役所の中で必要なんじゃないかって思いました。 

 

昔はなかなか言えない雰囲気だった、というところでしょうか。ですから、

今日の答申案としては、今おっしゃったような内容でやっていただくしかない

と、市長がお示ししていただいた質問の答えとして適切かどうかはわかりませ

んが、先ほど櫻井部長さんがおっしゃったことで答申内容としたいと思います

がよろしいでしょうか。 

 

＜委員 承諾＞ 

 

じゃあ、そういうことでよろしいでしょうか。その内容がまとまりましたら

また皆さんに通知したいかと思います。それでは、他に事務局からございます

か。 

 

ちょっといいですか。この議事に関係ないかもしれませんが、以前の運営協

議会で、業者への過払いというものがあったと聞いたような気がしますが。 

 

それは、昨年度、消費税の過払いをしているということがございまして、本

来非課税の事業に対して消費税をかけてしまっていたものがございました。そ

れにつきましては、昨年度、消費税をかけてしまっていた 10 の事業者さんに対

して、返還のほうをこちらお願いしましたところ、令和 6 年度中に、対象の事

業者から全額返還していただきました。 
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川口主幹 

 

 

 

菅野会長 

 

 

 

 

 

 

 

その返還をした事業所の一つなんですけれども、きちっとしていこうという

ことで、私たちも確認していこうと思っているところですが、違う課のところ

にも契約をしているところで、この商品がどうなっているのかというご相談が

ありまして、その件について職員さんが知らなかったというところがありまし

て、職員の皆さんが知っていて欲しいというのは思いました。 

 

ありがとうございます。 

それでは、その他ご意見や事務局からありましたら、どうぞ。 

 

事務局から２点ほどよろしいでしょうか。 

今回、流れでちょっと紹介が後になってしまいましたけれども、部長と同じ

く令和 7 年 4 月 1 日付で長寿あんしん課統括主査が酒巻に変わりまして吉田に

なりましたので紹介いたします。 

 

＜吉田統括 挨拶＞ 

 

もう１点としまして、次回の日程についてお伝えしたいと思います。今回、

短くて申し訳ないのですが、次回 6月 30日（月）にお願いしたいと考えており

ます。内容としましては、地域密着型サービス事業者の指定を行うことについ

てとなりますのでよろしくお願いいたします。 

 

４ 閉 会 

じゃあ、いいですか。それでは、今日、皆さんご苦労様でした。 

 

 

議事録署名人 

                            松根 洋右            

 

議事録署名人 

                            茂野 洋之            

  
 


